
  議会が私たちの生活に身近で

大切な役目をしているのがよく、

わかったね！私たちもこれから

　しっかり勉強していこう!!

議
会
の
様
子
を

　
　
　
　
知
る
に
は

ケ
ー
ブ
ル
Ｔ
Ｖ

議
会
だ
よ
り

香
南
市
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ー
ム

　
ペ
ー
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か
ら
の

　
　
ダ
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ン
ロ
ー
ド

議
会
終
了
後
３
チ
ャ
ン
ネ
ル
で

午
前
７
時
・
午
後
６
時

　
　
　 

の
２
回
放
送

３
カ
月
に
１
度
広
報
こ
う
な
ん
と

　
一
緒
に
配
布
し
ま
す

９月定例議会の予定
第９回香南市議会定例議会会期

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

第１日　９月５日（水）…本会議

第２日　　　６日（木）

第６日　　　10日（月）

第７日　　　11日（火）…本会議（一般質問）

第８日　　　12日（水）…本会議（一般質問）

第９日　　　13日（木）…本会議（一般質問）

第10日　　　14日（金）…休会（常任委員会）

第11日　　　15日（土）

第13日　　　17日（月）

第14日　　　18日（火）…本会議

※９月から開会時間は午前９時30分になります

※詳しい日程確認は議会事務局

　　　　　　　　 　57-8513まで　

議
会
を
見
に
行
こ
う
！

6

44席あるゆったりした傍聴席44席あるゆったりした傍聴席

　議会で議論されていることは難しい？

　そんなことはありません。

　テレビや議場で、聴いてみてください。

　議会で話し合われているのは皆さんにとって

身近なことばかりです。

　信頼できる議員や市長を選ぶことは大事なこ

とですが、実際に議会の様子を知ることで、皆さ

んもまちづくりに参加していきましょう。

×

●傍聴席●傍聴席

●議員席●議員席

発言残時間表示ボード発言残時間表示ボード

操作盤操作盤

●演台（答弁台）●演台（答弁台）●演台（質問台）●演台（質問台）

●録音室●録音室

●執行部席●執行部席

バリアフリー（点字）バリアフリー（点字）

●議長席●議長席議
会
議
場

議
会
議
場

市長をはじめとした行政側執
行部の席。議長席を中心に左
右に分かれています。

議事を進行する議長の席。向
かって左側に議会事務局長の
席があります。

執行部が答弁や市政報告をし
ます。

議員が質問や意見発表をします。

議席順に前列から26席。
着席した議員は議席前
の名札を立てる。自席で
も発言できるようにマ
イクも設置されている。

議会の本会議は見学で
きるようになっています。
（見学の方法：７ページ）

議事の過程を議会事務局の職
員が録音し記録する部屋です。

議
場
を
探
索
し
よ
う
！

５１ ２

３４

５６

７

●執行部控室（モニター室）●執行部控室（モニター室）

議場の外には…議場の外には…

●議員控室●議員控室

議
場
に
入
り
き
ら
な
い

執
行
部
の
控
え
の
間
。

モ
ニ
タ
ー
を
見
な
が
ら

必
要
な
時
は
議
場
へ
。

議
員
の
控
室
。
各
種
委

員
会
も
こ
の
部
屋
で
行

う
。

■
一
般
質
問
で
は
議
員
１

人
の
質
問
時
間
は
90
分
で

す
。
３
回
ま
で
再
質
問
が

で
き
ま
す
。

８

９

ZOOM UP
ズーム

　　アップ

ズーム

　　アップ

ズーム

　　アップ

ズーム

　　アップ

議場への扉には点字表記が 事務局長が発言残り時間を操作

発言残り時間が表示されます

　
本
会
議
で
は
ど
ん
な
こ
と
が
話
し
合
わ
れ
て
い
る
の

で
し
ょ
う
か
？
会
議
の
様
子
は
気
軽
に
見
た
り
聞
い
た

り
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

香
南
市
議
会
傍
聴
規
則
を
守
っ
て
傍
聴
し
て
く
だ
さ
い
。

※
傍
聴
が
ダ
メ
な
人

・
会
議
の
邪
魔
を
し
、人
に
迷
惑
を
か
け
る
人
な
ど

※
傍
聴
す
る
時
に
守
る
こ
と

・
議
場
を
混
乱
さ
せ
、
会
議
を
邪

魔
す
る
よ
う
な
行
為
を
し
な
い

こ
と

・
傍
聴
席
で
は
許
可
の
な
い
写

真
撮
影
や
、
録
音
な
ど
を
し
て

は
い
け
ま
せ
ん

http://www.city.kochi-konan.lg.jp/gikai/

休会

（議案精査のため）

休会

（議案審査整理のため）

～～

～～

住
民
の
権
利
②

■
直
接
請
求

　
市
の
政
治
に
対
し
て
異
議
が
あ

る
場
合
や
、
議
会
運
営
が
住
民
の
意

思
と
異
な
る
方
向
で
行
わ
れ
よ
う

と
し
た
場
合
、
住
民
は
有
権
者
数
の

一
定
以
上
の
署
名
を
も
っ
て
、
議
会

の
解
散
や
議
員
の
解
職
を
請
求
す

る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

　
こ
の
ほ
か
に
も
、「
条
例
の
制
定
・

改
正
・
廃
止
」
や
「
市
長
・
副
市
長
・
選

挙
管
理
委
員
な
ど
の
会
職
」
、「
事
務

の
監
査
」
な
ど
の
請
求
を
す
る
こ
と

が
で
き
ま
す
。

直
接
請
求
に
必
要
な
署
名
の
数

・
条
例
の
制
定
・
改
正
・
廃
止

・
監
査
の
請
求

▼
選
挙
権
を
有
す
る
人
の
50
分
の
１

・
議
会
の
解
散

・
市
長
・
副
市
長
・
主
要
公
務
員
な
ど

 

の
解
職

▼
選
挙
権
を
有
す
る
人
の
３
分
の
１

香南市役所本庁の３階、傍聴席入り口で、

「傍聴受付簿」に必要な事項を記入してく

ださい。

　　広報こうなん 2007.9(７) 広報こうなん 2007.9 (６)


